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税務情報 

経済産業省からの公表情報 

1. 「『スピンオフ』の活用に関する手引」の改訂

2024 年度税制改正では、パーシャルスピンオフ税制（*）について、事業再編計
画の認定要件に、「スピンオフされる会社の主要な事業における事業活動が新事
業活動であること」とする要件が追加される等の見直しが行われたうえで、適
用期限が 4年間（2028年 3月 31日まで）延長されました。 

（*） 法人の持分を一部残すスピンオフ（パーシャルスピンオフ）で、産業競争力
強化法の認定を受けた事業再編計画に従って行う認定株式分配のうち、一
定の要件に該当するものを適格株式分配とする税制であり、2023年度税制
改正において 2023年 4月 1日から 2024年 3月 31日までの 1年間の時限
措置として創設された。 

これに伴い、経済産業省は 5月 10日、スピンオフの円滑な実施を支援するため
に公表している以下の手引（2018年 3月に初版公表）を改訂しました。 

 「スピンオフ」の活用に関する手引（PDF 2,359KB）

改訂されたページの詳細は、本手引が掲載されている同省の「企業グループや
組織再編に係る税制の整備」のページにまとめられており、たとえば、パーシ
ャルスピンオフ税制の概要を解説するページ（P.15、16等）や Q&A（Q26、Q42、
Q43）が改正を踏まえた内容に更新されたほか、海外で行われたパーシャルス
ピンオフ事例（P.8、9）の更新が行われています。 

また、同日、「事業再編の促進（産業競争力強化法）」のページに掲載されてい
る、事業再編計画の認定要件や支援措置をまとめた以下の概要資料も改訂され
ました。 

 産業競争力強化法における事業再編計画の認定要件と支援措置について
（PDF 1,562KB）

この資料（P.17）には、パーシャルスピンオフに関する課税の特例措置の適用を
受けるための要件がまとめられているほか、事業再編計画の認定申請時に追加
的に必要となる書類（たとえば、様式第十九（Word 115KB）の別表 11）等が記
載されています。 
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https://www.meti.go.jp/policy/economy/keiei_innovation/keizaihousei/pdf/20240510_spinoff.pdf
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https://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/saihen_2.html
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https://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/gaiyouR6r.pdf
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.meti.go.jp%2Fpolicy%2Fjigyou_saisei%2Fkyousouryoku_kyouka%2F240401_kaiseisankyoho_jigyosaihen_shinseiyoshi.docx&wdOrigin=BROWSELINK


KPMG Japan e-Tax News   2 

2. 「研究開発税制の概要と令和 5・6年度の税制改正について」の公表

2024 年度税制改正では、イノベーションボックス税制（*）の創設を受け、この
税制と一部目的が重複する試験研究費の税額控除制度について、以下の改正が
行われました。 

（1） 一般型税額控除制度において試験研究費が減少した場合の税額控除率が
2026年 4月 1日以後に開始する事業年度より段階的に引下げられるとと
もに、税額控除率の下限（改正前 1％）が撤廃された。

（2） 2025年 4月 1日以後に開始する事業年度より、本制度の対象となる試験
研究費の額の範囲から、内国法人の国外事業所等を通じて行う事業に係る
試験研究費の額が除外された。

また、収益が拡大しているにもかかわらず賃上げにも投資にも消極的な大企業
に対して、試験研究費の税額控除制度等の一部の租税特別措置の税額控除の適
用を停止する措置について、2024年 4月 1日以後に開始する事業年度よりその
要件が一部見直されました。 

上記の改正を踏まえ、経済産業省は 5月 10日、「研究開発税制について」のペ
ージに掲載している研究開発税制の概要資料に関する以下の改訂版を公表しま
した。 

 研究開発税制の概要と令和 5・6年度の税制改正について（PDF 2,071KB）

今回の改訂では、たとえば、上記 2024 年度税制改正の内容を紹介するページ
（P.40～42）が新たに追加されています。 

（*）イノベーションボックス税制の概要は、KPMG Japan Tax Newsletter

「2024年度税制改正大綱」（2023年 12月 21日発行）にてお知らせしてい
ます。 

https://www.meti.go.jp/policy/tech_promotion/tax/about_tax.html
https://www.meti.go.jp/policy/tech_promotion/tax/R6gaiyou_set.pdf
https://kpmg.com/jp/ja/home/insights/2023/12/tax-newsletter-20231221.html
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